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【表紙】
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【投資者に対する注意事項】

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合

があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格

の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表

された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第３ ４【事業等のリスク】」

において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第１項第１

号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうち

に重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要

な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を

取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当

該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、

この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を

用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適

用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を

担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」とい

う。)に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格

性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、

東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する必要があります。

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を

生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られませ

ん。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第27期

中間会計期間
第25期 第26期

会計期間
自 2025年１月１日
至 2025年６月30日

自 2023年１月１日
至 2023年12月31日

自 2024年１月１日
至 2024年12月31日

売上高 (千円) 201,580 367,107 455,878

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失
（△）

(千円) △14,048 △6,026 18,462

当期純利益又は中間（当
期）純損失（△）

(千円) △8,905 △43,229 9,992

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － - -

資本金 (千円) 40,000 40,000 40,000

発行済株式総数 (株) 250,000 250 25,000

純資産額 (千円) 139,522 138,616 150,426

総資産額 (千円) 492,045 555,326 520,994

１株当たり純資産額 (円) 558.09 554.47 601.71

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当
額)

(円)
-

(－)
-

(－)
79.94
(－)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり中間(当期)純損
失（△）

(円) △35.62 △172.92 39.97

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － ‐ ‐

自己資本比率 (％) 28.4 25.0 28.9

自己資本利益率 (％) △6.1 △31.2 6.6

株価収益率 (倍) △11.8 - -

配当性向 (％) - - 20.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 68,761 10,738 2,012

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △7,852 69,619 22,382

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △32,605 △8,270 △61,400

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 102,346 111,047 74,042

従業員数
〔ほか、平均臨時雇用人
員〕

(名)
47

〔11〕
46

〔9〕
47

〔10〕

(注) １．当社は第27期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、第25期及び第26期の中間財務諸表は作成

しておりません。

２．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第25期及び第26期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

６．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第26期の財務諸表につ

いては、栄監査法人の監査を受けておりますが、第25期の財務諸表については当該監査を受けておりませ
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ん。また、第27期の中間財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価

証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき、栄監査法人の期中レビューを受けております。

７．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

８．第25期及び第27期中間期の１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載してお

りません。

９．当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき100株、2025年3月24日付で普通株式１株につき10株の割合

で株式分割を行っておりますが、2023年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資

産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり中間(当期)純損失（△）を算定しております。

10．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を第26期事業年度の期首から適用

しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって

おります。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業について重要な変更はありません。
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３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

４ 【従業員の状況】

(1) 発行者の状況

2025年６月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

47(11） 33.6 5.9 4,189

(注) １．当社は単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けて記載しておりません。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員(パートタイマー)の年間平均雇用人数であります。

(2) 労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間における我が国経済は、緩やかな回復基調を維持しているものの、物価高や米国の関税政策など

の懸念材料も多く、先行きが不透明な状態が続いています。伊藤忠総研によると、2025年１～３月期の実質GDP成長

率は前期比△0.2％（年率△0.7％）と、４四半期ぶりのマイナス成長へ転じました。さらに、個人消費は物価上昇

の影響で伸び悩んでおり、家計の購買力低下が懸念されています。設備投資は横ばい傾向が続いており、企業の投

資意欲は依然として慎重です。輸出は、米国の通商政策に対する不確実性から伸び悩みが見られ、今後輸出型の製

造業に影響が出てくるものと考えられます。労働市場では、2025年５月の失業率が2.5％と改善傾向にあるものの、

求人倍率の低下が見られ、雇用環境の先行きには注意が必要です。人件費の高騰を背景に、中小企業の中には新規

採用を控える企業が出始めています。物価面では、インフレ率が日銀の目標である2％を超えて推移していますが、

実質賃金の伸び悩みや消費者信頼感の低下が課題となっています。日銀は、3月の政策決定会合で金利を0.5％に引

き上げ、マイナス金利政策を終了しましたが、今後の金融政策運営には慎重な判断が求められます。このように全

体として、日本経済は回復基調を維持していますが、個人消費の停滞や外需の不透明感など、いくつかの課題が残

されています。

このような情勢の中、IT業界におきましては、全体的に堅調な成長を続けています。IDC Japanの予測によれば、

2025年の国内IT市場規模は前年比8.2％増の26兆6,412億円と見込まれています。特に大都市圏（東京都、関東地方、

東海地方、近畿地方）では、高い成長率が予測されています。これは、企業が生産性向上や新たなビジネスモデル

構築を目的として、デジタル化やデジタルトランスフォーメーション（DX）への投資を拡大しているためです。ま

た、VMWare社の値上げの影響が懸念される中、NTTデータなど複数の企業が仮想基盤構築サービスへの参入を発表す

るなど、デージーネットが注目している仮想基盤分野でも大きな変化が発生しています。

こうした状況の下、当社は、引き続きOSSの活用によって顧客企業の成長を強力に支援してまいりました。当社で

は2025年には、CentOS7、Red Hat Enterprise Linux7、Ubuntu20.04等のOSリプレース案件や、ローコードを使った

システム開発案件などの納品がありました。WhiteDHCPのリプレースも6月末に向けて受注をしております。また、

仮想基盤だけでなく、資産管理システムのSnipe-IT、AvideoなどのOSSに関する問い合わせも順調に増加していま

す。しかしながら、このような社会情勢の中設備投資の計画の見直しや先送りをする動きが見られ、当初の受注計

画より、若干の遅れがみられます。また、働き方改革に伴う生産性の向上や業務の効率化を目指し、さらなる採算

性の重視、品質の向上に努めてまいりました。同時に、中長期的な成長を見据えた優秀な人材の確保・技術力の強

化に取り組み、長期的な採用活動の継続とともにプロジェクトマネージャーとDXが推進できる技術者の育成に努め

ております。2025年4月には3名の新卒技術者の採用をするなど、人材面でも強化を行うことができています。

これらの結果、当中間会計期間の売上高は201,580千円、営業損失は3,611千円、経常損失は14,048千円、中間純

損失は8,905千円となりました。

なお、当中間会計期間は中間財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

また、当社は、システム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行っており、単

一セグメントであるため、セグメント別の業績等の記載は省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前事業年度末に比べ

28,303千円増加し、102,346千円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。なお、当

中間会計期間は中間財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は68,761千円となりました。これは主に売上債権の減少63,727千円によるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は7,852千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3,243

千円、保険積立金の積立による支出が4,667千円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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財務活動の結果、減少した資金は32,605千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出25,107千

円、上場関連費用の支出5,500千円によるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は、システムの提案・構築・保守等に係るサービスの提供を行っており、そのサービスの性格上、生産実績

という区分は適当でないため、記載しておりません。

(2) 受注状況

当中間会計期間における受注状況を示すと、次のとおりであります。

区分 受注高(千円) 前年同期比(％)

システムインテグレーションサービス 85,488 -

システム運用・メンテナンス 76,022 -

コンサルティング 600 -

合計 162,110 -

(注) 当中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため前年同期比は記載しておりません。

(3) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。

区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

システムインテグレーションサービス 141,062 -

システム運用・メンテナンス 59,918 -

コンサルティング 600 -

合計 201,580 -

(注) １．当中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため前年同期比は記載しておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当中間会計期間
（自 2025年１月１日

至 2025年６月30日）

販売高(千円) 割合(％)

株式会社インターネットイ
ニシアティブ

28,166 14.0
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。
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４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、本発行者情報に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事業等のリスクの発生、又は2025年５月26日に公表した発行者情報に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませんが、当社株式の株式会社東京証券取引所が運営を行って

おります証券市場TOKYO PRO Marketの上場維持の前提となる契約に関し、以下に記載いたします。

担当J-Adviserとの契約の解除に関するリスクについて

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 102 条の定めにより、TOKYO PRO Market 上場企業は、東

京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当 J－Adviser と、株式上場の適格性審査及び株式上場後の上場適格

性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J－Adviser 契約」とします。) を締

結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社が J－Adviser 契約を締結しているのは名南Ｍ＆

Ａ株式会社（以下、「同社」とします。）であり、同社との J－Adviser 契約において当社は、下記の義務の履行

が求められております。下記の義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情の

ない限り１か月)を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違

反の是正がなされなかったときは、J－Adviser 契約を解除することができる旨の定めがあります。また、上記にか

かわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月前以上の書面による通知を

行うことにより、いつでも J－Adviser 契約を解約することができる旨の定めがあります。当社が同社より上記の

解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、または同社に代わる担当

J－Adviser を確保できない場合は、当社普通株式の TOKYO PRO Market 上場廃止につながる可能性があります。

＜J－Adviser 契約上の義務＞

・特例に定める上場会社の義務を履行するとともに、同社が J-Adviser の義務を履行するために必要な協力を行うこ

と

・取締役会関係資料、株主総会関係資料、経営管理に関する各種資料、その他同社が必要とする資料等を遅滞なく提

出すること

・必要に応じて特例及び特例施行規則の内容及びその解釈について、同社から指導及び助言を受け、当社はその指導

及び助言に従って行動すること

＜J－Adviser 契約解除に関する条項＞

当社（以下、「甲」とします。）において下記の事象が発生した場合には、名南Ｍ＆Ａ株式会社（以下、「乙」とし

ます。）からの催告無しで J－Adviser 契約を解除することができるものと定められております。① 債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状態となった場合を除

く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する

日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの

期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。

ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）第２

条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法第48条に

規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内

に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超

過の状態でなくならなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年

度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号但し書に定める１年以内に債務超

過の状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する当該再建計画並び

に次の（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づき行うものとする。

（ａ）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面

イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判

所の認可を得ているものであることを証する書面

ロ 産競法第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合におけ
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る産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合 当該再建計画

が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面

ハ 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合 当

該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

（ｂ）規程施行規則第501条第７項第５号ｂに定める、第６項に定める純資産の額が正の状態となるための計画の前提

となった重要な事項等が、有価証券上場規程第402条第１号ａｊに規定する公認会計士等により検討されたもので

あることについて当該公認会計士等が記載した書面

② 銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。

③ 破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要

と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａから

ｃまでに掲げる場合その他甲及び乙が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とする

に至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該

ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合 甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難であ

る旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡

又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 甲から当該事業

の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合に

は、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関す

る合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事

業年度の末日における債務の総額の１００分の１０に相当する額以上である場合に限る。） 甲から当該合意を

行ったことについての書面による報告を受けた日

④ 前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得

ているものであること。

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。

（ａ） TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ） 前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること及

びそれを証する内容

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと。

⑤ 事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又はこれに準

ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事

業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場

合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は

一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる

日の３日前（休業日を除外する。）の日
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（ａ） TOKYO PRO Marketの上場株券等

（ｂ） 特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出資

者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認

を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面

による報告を受けた日）

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける場合

を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

⑥ 不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの2 非上

場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の

譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提

携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと

同等の効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以下、本号において「吸収合併等」という。）を行った

場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が異動

した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含

む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき

⑧ 発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等

次のａ又はｂに該当する場合

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適

正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであ

る場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

⑩ 法令違反及び上場契約違反等

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。

⑪ 株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが

確実となった場合

⑫ 株式の譲渡制限

甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬ 完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合

⑭ 指定振替機関における取扱い

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合

⑮ 株主の権利の不当な制限

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不当

に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合

をいう。

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策（以下、「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入

時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、

導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動
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とすることができないものの導入

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が

拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類

株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種

類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）。

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利

益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又

は決定。

ｆ 議決権の比率が３００％を超える第三者割当に係る決議又は決定。

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定。

⑯ 全部取得

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。

⑰ 株式等売渡請求による取得

特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合

⑱ 反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと相手方が認めるとき。

⑲ その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合

このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃

止となります。なお、本発行者情報公表日時点において、J-Adviser契約の解約につながる上記の事象は発生して

おりません。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の中間財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この中間財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必要とします。経営者はこれらの見

積りについて過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不

確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

（資産）

当中間会計期間末における流動資産は153,914千円となり、前事業年度末に比べ38,018千円減少しました。これは

主に現金及び預金が28,303千円増加したものの、売掛金が63,727千円減少したことによるものです。固定資産は

338,130千円となり、前事業年度末に比べ9,068千円増加いたしました。これは主に、繰延税金資産が5,200千円、保

険積立金が4,667千円増加したことによるものです。

この結果、資産合計は492,045千円となり、前事業年度末に比べ28,949千円減少しました。

（負債）

当中間会計期間末における流動負債は221,229千円となり、前事業年度末に比べ2,884千円増加しました。これは

主に前受金が13,051千円増加したものの、未払費用が8,768千円、未払消費税等が3,945千円減少したことによるも

のです。固定負債は131,293千円となり、前事業年度末に比べ20,930千円減少しました。これは主に長期借入金が

20,930千円減少したことによるものです。

この結果、負債合計は352,522千円となり、前事業年度末に比べ18,045千円減少しました。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産は139,522千円となり、前事業年度末に比べ10,904千円減少しました。これは、

中間純損失8,905千円の計上によるものです。

この結果、自己資本比率は28.4％（前事業年度末は28.9％）となりました。

(3) 経営成績の分析

「１【業績等の概要】(1)業績」をご参照ください。

(4)キャッシュ・フローの状況の分析

「１【業績等の概要】(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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第４ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設、改修、除却等の計画はありません。



18

第５ 【発行者の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能
株式総数
(株)

未発行
株式数
(株)

中間会計期間
末現在発行数
(2025年６月30

日)
(株)

公表日現在
発行数

(2025年９月26日)
(株)

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 1,000,000 750,000 250,000 250,000
東京証券取引所
(TOKYO PRO
Market)

権利内容に何ら限
定のない当社にお
ける標準となる株
式であり、単元株
式数は100株であり
ます。

計 1,000,000 750,000 250,000 250,000 ― ―

(注) 2025年６月26日をもって、当社株式は東京証券取引所(TOKYO PROMarket)に上場しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【MSCB等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年３月24日(注) 225,000 250,000 - 40,000 - -

(注) 2025年３月24日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

恒川晴美 愛知県名古屋市名東区 125,000 50.00

恒川裕康 愛知県名古屋市名東区 124,900 49.96

株式会社ポートエム
東京都千代田区麹町４丁目５－２０
ＫＳビル８Ｆ

100 0.04

計 ― 250,000 100.00

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年６月30日現在
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区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ―
―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

250,000
2,500

権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 250,000 ― ―

総株主の議決権 ― 2,500 ―

(注) １．2025年３月７日開催の取締役会決議により、2025年３月24日付で普通株式１株を10株に分割しております。

これにより発行済株式総数は225,000株増加し、250,000株となっております。

２．2025年３月24日開催の定時株主総会により、定款の変更が行われ、同日付で100株を１単元とする単元株制

度を導入しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【株価の推移】

【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 2025年１月 2025年２月 2025年３月 2025年４月 2025年５月 2025年６月

最高(円) ― ― ― ― ― 420

最低(円) ― ― ― ― ― 420

(注) １．最高・最低株価は東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２．当社株式は2025年６月26日付で東京証券取引所（TOKYO PRO Market）へ上場したため、それ以前の株価につ

いて該当事項はありません。

３ 【役員の状況】

前事業年度の発行者情報公表日後、当中間発行者情報公表日までにおいて役員の異動はありません。



20

第６ 【経理の状況】

１ 中間財務諸表の作成方法について

(１) 当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (1963年大蔵省令第59号)に基づ

いて作成しております。当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。

(２) 当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行

規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠

して作成しております。

(３)当社は、当中間会計期間（2025年１月１日から2025年６月30日まで）より中間財務諸表を作成しているため、前

中間会計期間に係る比較情報は記載しておりません。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に

基づき、中間会計期間（2025年１月１日から2025年６月30日まで）の中間財務諸表について、栄監査法人による期中

レビューを受けております。

３ 中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当中間会計期間
(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 74,042 102,346

売掛金 111,777 48,049

商品 2,772 1,085

前払費用 1,531 1,510

その他 2,480 1,211

貸倒引当金 △670 △288

流動資産合計 191,932 153,914

固定資産

有形固定資産

建物 179,578 179,578

減価償却累計額 △69,636 △71,425

建物(純額) 109,941 108,152

構築物 7,955 7,955

減価償却累計額 △7,740 △7,766

構築物(純額) 214 189

車両運搬具 6,205 6,205

減価償却累計額 △4,701 △4,977

車両運搬具(純額) 1,504 1,228

工具、器具及び備品 17,762 20,212

減価償却累計額 △15,762 △16,561

工具、器具及び備品(純額) 1,999 3,650

土地 140,009 140,009

有形固定資産合計 253,669 253,231

無形固定資産

電話加入権 81 81

無形固定資産合計 81 81

投資その他の資産

出資金 10 10

保険積立金 61,047 65,715

長期前払費用 2,647 2,435

繰延税金資産 839 6,039

その他 10,766 10,617

投資その他の資産合計 75,310 84,817

固定資産合計 329,061 338,130

資産合計 520,994 492,045
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(単位：千円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当中間会計期間
(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,969 3,732

未払金 2,661 7,538

未払費用 38,504 29,735

未払法人税等 310 －

未払消費税等 10,657 6,711

前受金 111,276 124,327

預り金 2,469 2,764

賞与引当金 10,097 10,538

受注損失引当金 341 －

流動負債合計 218,345 221,229

固定負債

長期借入金 152,223 131,293

固定負債合計 152,223 131,293

負債合計 370,568 352,522

純資産の部

株主資本

資本金 40,000 40,000

利益剰余金 110,426 99,522

株主資本合計 150,426 139,522

純資産合計 150,426 139,522

負債純資産合計 520,994 492,045
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② 【中間損益計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

売上高 201,580

売上原価 84,676

売上総利益 116,904

販売費及び一般管理費 ※ 120,515

営業損失（△） △3,611

営業外収益

受取利息 42

受取配当金 0

補助金収入 18

その他 19

営業外収益合計 80

営業外費用

支払利息 1,294

上場関連費用 9,010

その他 211

営業外費用合計 10,517

経常損失（△） △14,048

税引前中間純損失（△） △14,048

法人税等 △5,143

中間純損失（△） △8,905



24

③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失(△) △14,048

減価償却費 3,681

貸倒引当金の増減額(△は減少) △382

賞与引当金の増減額（△は減少） 441

受注損失引当金の増減額（△は減少） △341

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息 1,294

上場関連費用 9,010

売上債権の増減額(△は増加) 63,727

棚卸資産の増減額(△は増加) 1,689

仕入債務の増減額(△は減少) 1,763

前受金の増減額（△は減少） 13,051

その他の流動資産の増減額（△は増加） ‍ 1,287

その他の流動負債の増減額（△は減少） ‍ △11,052

その他 301

小計 70,381

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △1,294

法人税等の支払額 △367

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,243

敷金及び保証金の回収による収入 ‍ 58

保険積立金の積立による支出 ‍ △4,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,852
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当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △25,107

上場関連費用の支出 △5,500

配当金の支払額 △1,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,605

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 28,303

現金及び現金同等物の期首残高 74,042

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 102,346
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【注記事項】
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(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前中間純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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(中間貸借対照表関係)

当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当

座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度
（2024年12月31日）

(千円)

当中間会計期間
（2025年６月30日）

(千円)

当座貸越極度額 30,000 30,000

借入実行残高 - -

差引額 30,000 30,000
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(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

(千円)

役員報酬 29,623

給料手当 35,229

貸倒引当金繰入額 △382

賞与引当金繰入額 5,647
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

(千円)

現金及び預金 102,346

現金及び現金同等物 102,346
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(株主資本等関係)

当中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年３月24日
定時株主総会

普通株式 1,998 79.94 2024年12月31日 2025年３月25日 利益剰余金

(注）当社は、2025年３月24日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。2025年３月24日定時株

主総会決議による1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

２ 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は情報システムソリューションサービス事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

システムインテグレーションサ
ービス

141,062

システム運用・メンテナンス 59,918

コンサルティング 600

顧客との契約から生じる収益 201,580

その他の収益 -

外部顧客への売上高 201,580
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間

（自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)

１株当たり中間純損失(△)(円) △35.62

（算定上の基礎）

中間純損失(△)(千円) △8,905

普通株式に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る中間純損失(△)(千円) △8,905

普通株式の期中平均株式数(株) 250,000

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２．当社は、2025年３月24日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、当中間会計期

間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間純損失を算定しております。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第７ 【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。
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第二部 【特別情報】

第１ 【外部専門家の同意】

該当事項はありません。








